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規

則

青
森
県
り
ん
ご
黒
星
病
及
び
り
ん
ご
ふ
ら
ん
病
ま
ん
延
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
り
ん
ご
黒
星
病
及
び
り
ん
ご
ふ
ら
ん
病
ま
ん
延
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

青
森
県
り
ん
ご
黒
星
病
及
び
り
ん
ご
ふ
ら
ん
病
ま
ん
延
防
止
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
十

月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

｢
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
60日
以
内
に
､
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年
法
律
第
160号

)
第
６
条
の
規
定

を

に
よ
り
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｣

｢
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年
法

律
第
160号

)
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
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て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す

に

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に
異
議
申
立
て
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
交
通
事
故
相
談
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
交
通
事
故
相
談
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
交
通
事
故
相
談
員
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中

｢

又
は
社
会
福
祉
関
係｣

を

｢

、
社
会
福
祉
関
係
等｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
る｣

を

｢

一
週
間
に
つ
き
三
十
時
間
以

内
に
お
い
て
課
長
が
定
め
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
三
月
二
十
八
日
か
ら
、
五
所
川
原
市
、
北
津
軽
郡
金
木
町
及
び
同
郡
市
浦
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域

を
も
っ
て
五
所
川
原
市
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第

十
六
号)

第
百
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
北
津
軽
郡
及
び
同
市

の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

北
津
軽
郡

四
万
七
千
九
百
六
十
人

五
所
川
原
市

六
万
三
千
二
百
八
人

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
三
月
二
十
八
日
か
ら
、
東
津
軽
郡
蟹
田
町
、
同
郡
平
舘
村
及
び
同
郡
三
�
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域

を
も
っ
て
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年

政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
町
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

外
ヶ
浜
町

九
千
百
七
十
人

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七
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年
三
月
二
十
八
日
か
ら
、
南
津
軽
郡
藤
崎
町
及
び
同
郡
常
盤
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
南
津

軽
郡
藤
崎
町
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
町
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

藤
崎
町

一
万
六
千
八
百
五
十
八
人

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
三
月
二
十
八
日
か
ら
、
北
津
軽
郡
中
里
町
及
び
同
郡
小
泊
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
北
津

軽
郡
中
泊
町
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
町
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

中
泊
町

一
万
五
千
三
百
二
十
五
人

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
深
浦
町
長
か
ら
深
浦
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
汐
干
浜
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
汐
干
浜
二
七
の
一
、
二
七
の
八
か
ら
二
七
の
一
〇
ま
で
、
二
七

の
三
四
、
六
〇
に
隣
接
す
る
公
有
水
面
埋
立
地
並
び
に
字
汐
干
浜
二
四
の
九
、
二
六
の
一
六
、
二
七

の
四
、
二
七
の
一
八
、
二
七
の
二
〇
か
ら
二
七
の
二
二
ま
で
、
二
七
の
二
五
、
二
七
の
四
二
、
二
八

の
三
、
三
五
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

二
九
、
一
二
二
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

通
村
長
か
ら
東
通
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
前
坂
下
三
四
の
二
六
に
隣
接
す
る
国
有
地
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十

四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
Ｋ
・
二
四
八
の
点

か
ら
Ｋ
・
二
五
〇
の
点
ま
で
の
点
を
順
次
連
結
す
る
線
及
び
Ｋ
・
二
四
八
の
点
と
Ｋ
・
二
五
〇
の
点

を
結
ぶ
線
で
囲
ま
れ
る
区
域
を
大
字
白
糠
字
前
坂
下
に
編
入
す
る
。

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
前
坂
下

Ｋ
・
二
四
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
三
四
〇
・
七
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
二
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
三
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
三
九
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
二
七
・
六
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
三
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
四
六
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
三
八
・
三
一
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
四
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
五
五
三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
四
四
・
二
一
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
四
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
六
七
六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
六
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
四
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
七
五
五
・
五
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
七
〇
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
四
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
八
五
五
・
五
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
七
〇
・
五
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
四
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
九
三
〇
・
一
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
八
六
・
五
六
メ
ー
ト
ル
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Ｋ
・
二
四
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
九
六
八
・
八
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
一
九
六
・
七
三
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
五
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
二
〇
一
八
・
五
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
〇
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
五
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
九
九
七
・
一
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
三
一
七
・
二
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
五
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
九
〇
九
・
四
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
九
九
・
二
七
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
六
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
八
八
七
・
五
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
九
〇
・
五
八
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
八
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
八
六
二
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
八
〇
・
四
四
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
八
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
八
一
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
七
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
八
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
七
六
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
七
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
八
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
七
一
二
・
九
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
六
一
・
八
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
八
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
六
六
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
五
三
・
一
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
八
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
六
一
五
・
一
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
四
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
八
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
五
六
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
三
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
七
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
五
一
四
・
八
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
三
二
・
八
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
七
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
四
六
四
・
七
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
二
八
・
八
三
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
七
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
四
一
五
・
六
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
一
九
・
三
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
七
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
三
六
六
・
四
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
一
〇
・
五
六
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
七
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
三
三
四
・
三
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
〇
八
・
四
九
メ
ー
ト
ル

Ｋ
・
二
五
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
三
一
三
二
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

四
七
二
〇
七
・
八
四
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

む
つ
市
横
迎
一
丁
目
一
一
の
三
五

は
ま
な
す
農
業
協
同
組
合

二

変
更
内
容

１
�

変
更
前
の
売
り
さ
ば
き
場
所

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
川
内
一
七
六

�

変
更
後
の
売
り
さ
ば
き
場
所

む
つ
市
川
内
町
川
内
一
七
六

２
�

変
更
前
の
売
り
さ
ば
き
場
所

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
渡
向
三
一
五

�

変
更
後
の
売
り
さ
ば
き
場
所

む
つ
市
脇
野
沢
渡
向
三
一
五

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

青 森 県 報平成17年３月28日 月曜日 第2458号 �� �
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第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
青
森
ア
オ
イ

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

シ
ヅ

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
奥
野
三
丁
目
一
四
の
三
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
五
八
二
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
丸
一
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

相
馬

弘
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
八
代
町
八
の
二
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
二
四
九
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

高
島
屋
畳
店

二

氏
名

高
島

源
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
小
中
野
五
丁
目
一
〇
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
七
八
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
一
七
の
二
二
、

一
一
七
の
二
三
、
一
一
七
の
二
四
の
一
部
、

一
一
七
の
二
八
の
一
部
、
一
一
七
の
二
九
か

ら
一
一
七
の
三
四
ま
で
、
一
一
七
の
三
六
、

一
一
七
の
一
六
三
及
び
一
一
七
の
一
六
四
、

字
堀
口
一
一
七
の
二
四
外
地
先(
国
有
財
産)

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条
二
丁

目
一
の
四
一

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

� �
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こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
モ
リ
興
産

二

代
表
者
の
氏
名

鈴
木

巧

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
南
類
家
二
丁
目
二
五
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
三
〇
〇
〇
九
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

山
田
興
業

二

氏
名

山
田

俊
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
栄
町
一
丁
目
三
一
の
二
一
三
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
五
〇
〇
二
二
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
二
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
馬

淵
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

奈
良
岡

修

一
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

田
端

隆
信

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
田
端
一
四

平
成
��･

�･

��

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


